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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月20日(2015.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の遊技を行うことが可能であって、遊技開始操作がされてから遊技終了操作がされ
るまでの遊技期間において出力操作がされた場合に、前記遊技開始操作がされてから該出
力操作がされるまでの遊技を行った結果である遊技履歴を特定可能な遊技履歴情報を生成
する遊技履歴情報生成手段と、前記遊技履歴情報生成手段が生成した遊技履歴情報を出力
する遊技履歴情報出力手段と、を備える遊技機と、
　前記遊技履歴情報から特定される遊技履歴に基づく遊技履歴関連情報を閲覧可能に出力
する遊技履歴関連情報出力手段と、
　から成り、
　前記遊技機は、前記遊技期間において、規制条件が成立していないことを条件に前記遊
技履歴情報を出力する
　ことを特徴とする遊技システム。
【請求項２】
　所定の遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　遊技開始操作がされてから遊技終了操作がされるまでの遊技期間において出力操作がさ
れた場合に、前記遊技開始操作がされてから該出力操作がされるまでの遊技を行った結果
である遊技履歴を特定可能な遊技履歴情報を生成する遊技履歴情報生成手段と、
　前記遊技履歴情報生成手段が生成した遊技履歴情報を出力する遊技履歴情報出力手段と
、
　を備え、
　前記遊技期間において、規制条件が成立していないことを条件に前記遊技履歴情報を出
力する
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　所定の遊技を行うことが可能であって、遊技開始操作がされてから遊技終了操作がされ
るまでの遊技期間において出力操作がされた場合に、前記遊技開始操作がされてから該出
力操作がされるまでの遊技を行った結果である遊技履歴を特定可能な遊技履歴情報を生成
する遊技履歴情報生成手段と、前記遊技履歴情報生成手段が生成した遊技履歴情報を出力
する遊技履歴情報出力手段と、を備える遊技機と、
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　前記遊技履歴情報から特定される遊技履歴に基づく遊技履歴関連情報の閲覧要求を受け
付けた場合に、前記遊技履歴関連情報を閲覧可能に出力する遊技履歴関連情報出力手段と
、
　から成り、
　前記遊技履歴関連情報出力手段は、前記遊技期間において、規制条件が成立していない
ことを条件に前記遊技履歴関連情報を出力する
　ことを特徴とする遊技システム。
【請求項４】
　遊技開始操作がされてから遊技終了操作がされるまでの遊技期間において出力操作がさ
れた場合に遊技機から出力され、前記遊技開始操作がされてから該出力操作がされるまで
の遊技を行った結果である遊技履歴を特定可能な遊技履歴情報から特定される遊技履歴に
基づく遊技履歴関連情報の配信要求を受け付ける配信要求受付手段と、
　前記配信要求を受け付けた際に、前記遊技履歴関連情報を閲覧可能に配信する遊技履歴
関連情報配信手段と、
　を備え、
　前記遊技履歴関連情報配信手段は、前記遊技期間において、規制条件が成立していない
ことを条件に前記遊技履歴関連情報を配信する
　ことを特徴とする管理装置。
【請求項５】
　コンピュータを、
　遊技開始操作がされてから遊技終了操作がされるまでの遊技期間において出力操作がさ
れた場合に遊技機から出力され、前記遊技開始操作がされてから該出力操作がされるまで
の遊技を行った結果である遊技履歴を特定可能な遊技履歴情報から特定される遊技履歴に
基づく遊技履歴関連情報の閲覧要求を受け付けた場合に、前記遊技履歴関連情報を閲覧可
能に出力する遊技履歴関連情報出力手段として機能させ、
　前記遊技履歴関連情報出力手段は、前記遊技期間において、規制条件が成立していない
ことを条件に前記遊技履歴関連情報を出力する
　ことを特徴とするアプリケーションプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技システムは、
　所定の遊技を行うことが可能であって、遊技開始操作（パスワードの入力）がされてか
ら遊技終了操作（遊技終了選択）がされるまでの遊技期間において出力操作（途中セーブ
選択）がされた場合に、前記遊技開始操作（パスワードの入力）がされてから該出力操作
（途中セーブ選択）がされるまでの遊技を行った結果である遊技履歴を特定可能な遊技履
歴情報（途中履歴コード）を生成する遊技履歴情報生成手段と、前記遊技履歴情報生成手
段が生成した遊技履歴情報（途中履歴コード）を出力する遊技履歴情報出力手段（液晶表
示器５１）と、を備える遊技機（スロットマシン１）と、
　前記遊技履歴情報（途中履歴コード）から特定される遊技履歴に基づく遊技履歴関連情
報（設定示唆情報）を閲覧可能に出力する遊技履歴関連情報出力手段と、
　から成り、
　前記遊技機は、前記遊技期間において、規制条件が成立していないことを条件に前記遊
技履歴情報（途中履歴コード）を出力する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技期間において規定条件が成立すると遊技履歴情報の出力、すな
わち遊技履歴関連情報を閲覧するのに必要な情報の出力が制限されるので、遊技履歴関連
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情報の閲覧にあたり、遊技機の稼働が低下してしまうことを防止できる。
　尚、遊技履歴情報出力手段は、文字データを表示することで遊技履歴情報を出力する構
成でも良いし、バーコードや２次元コードなどのようにコード化したデータを表示するこ
とで遊技履歴情報を出力する構成でも良いし、有線接続、無線接続、赤外線接続などによ
り外部から読み取り可能に出力することで遊技履歴情報を出力する構成でも良い。
　また、遊技履歴関連情報は、遊技履歴そのものであっても良いし、遊技履歴を解析した
結果でも良い。
　また、遊技履歴関連情報は、該遊技履歴関連情報を出力するにあたり受け付けた遊技履
歴情報から特定される遊技履歴に基づく情報でも良いし、過去に受け付けた遊技履歴情報
から特定される遊技履歴に基づく情報でも良いし、現在に至るまでに蓄積されている遊技
履歴に基づく情報でも良い。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の手段１に記載の遊技システムは、請求項１に記載の遊技システムであって、
　前記遊技機は、前記遊技期間において規制条件が成立している場合に、前記出力操作（
途中セーブ選択）による前記遊技履歴情報（途中履歴コード）の出力が規制されている旨
を報知する出力規制報知手段を含む
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、出力操作がされても遊技履歴情報の出力、すなわち遊技履歴関連情
報を閲覧するのに必要な情報の出力が制限されていることを遊技者に対して認識させるこ
とができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の手段２に記載の遊技システムは、請求項１または手段１に記載の遊技システム
であって、
　前記遊技機は、前記遊技期間において規制条件が成立していない場合に、前記出力操作
（途中セーブ選択）による前記遊技履歴情報（途中履歴コード）の出力が可能である旨を
報知する出力可能報知手段を含む
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、出力操作がされることで遊技履歴情報の出力、すなわち遊技履歴関
連情報の閲覧が可能であることを遊技者に対して認識させることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の手段３に記載の遊技システムは、請求項１、手段１または２のいずれかに記載
の遊技システムであって、
　前記遊技機は、遊技者の有利度（メダルの払出率）を設定する複数種類の設定値（設定
１～６）からいずれかの設定値を設定する設定値設定手段を備え、
　前記遊技履歴は、前記設定値に応じて差が生じ得る特定の遊技履歴（ベル入賞回数）を
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含み、
　前記遊技履歴関連情報出力手段は、前記特定の遊技履歴（ベル入賞回数）から推測され
る前記設定値に関する情報（設定示唆情報）を前記遊技履歴関連情報として出力する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、出力された遊技履歴関連情報から遊技者の有利度を示す設定値を推
測することが可能となるため、遊技者の遊技意欲をさらに効果的に高めることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の請求項２に記載の遊技機は、
　所定の遊技を行うことが可能な遊技機（スロットマシン１）であって、
　遊技開始操作（パスワードの入力）がされてから遊技終了操作（遊技終了選択）がされ
るまでの遊技期間において出力操作（途中セーブ選択）がされた場合に、前記遊技開始操
作（パスワードの入力）がされてから該出力操作（途中セーブ選択）がされるまでの遊技
を行った結果である遊技履歴を特定可能な遊技履歴情報（途中履歴コード）を生成する遊
技履歴情報生成手段と、
　前記遊技履歴情報生成手段が生成した遊技履歴情報（途中履歴コード）を出力する遊技
履歴情報出力手段（液晶表示器５１）と、
　を備え、
　前記遊技期間において、規制条件が成立していないことを条件に前記遊技履歴情報（設
定示唆情報）を出力する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技期間において出力操作がされた場合でも、遊技期間において規
制条件が成立すると遊技履歴情報の出力、すなわち遊技履歴関連情報を閲覧するのに必要
な情報の出力が制限されるので、遊技履歴関連情報の閲覧にあたり、遊技機の稼働が低下
してしまうことを防止できる。
　尚、遊技履歴情報出力手段は、文字データを表示することで遊技履歴情報を出力する構
成でも良いし、バーコードや２次元コードなどのようにコード化したデータを表示するこ
とで遊技履歴情報を出力する構成でも良いし、有線接続、無線接続、赤外線接続などによ
り外部から読み取り可能に出力することで遊技履歴情報を出力する構成でも良い。
　また、遊技履歴関連情報は、遊技履歴そのものであっても良いし、遊技履歴を解析した
結果でも良い。
　また、遊技履歴関連情報は、該遊技履歴関連情報を出力するにあたり受け付けた遊技履
歴情報から特定される遊技履歴に基づく情報でも良いし、過去に受け付けた遊技履歴情報
から特定される遊技履歴に基づく情報でも良いし、現在に至るまでに蓄積されている遊技
履歴に基づく情報でも良い。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の手段４に記載の遊技機は、請求項２に記載の遊技機であって、
　前記遊技期間において規制条件が成立している場合に、前記出力操作（途中セーブ指示
）による前記遊技履歴情報（途中履歴コード）の出力が規制されている旨を報知する出力
規制報知手段を備える
　ことを特徴としている。
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　この特徴によれば、出力操作がされても遊技履歴情報の出力、すなわち遊技履歴関連情
報を閲覧するのに必要な情報の出力が制限されていることを遊技者に対して認識させるこ
とができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の手段５に記載の遊技機は、請求項２または手段４に記載の遊技機であって、
　前記遊技期間において規制条件が成立していない場合に、前記出力操作（途中セーブ選
択）による前記遊技履歴情報（途中履歴コード）の出力が可能である旨を報知する出力可
能報知手段を備える
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、出力操作がされることで遊技履歴情報の出力、すなわち遊技履歴関
連情報の閲覧が可能であることを遊技者に対して認識させることができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の手段６に記載の遊技機は、請求項２、手段４または５に記載の遊技機であって
、
　遊技者の有利度（メダルの払出率）を設定する複数種類の設定値（設定１～６）からい
ずれかの設定値を設定する設定値設定手段を備え、
　前記遊技履歴は、前記設定値に応じて差が生じ得る特定の遊技履歴（ベル入賞回数）を
含み、
　遊技履歴に基づく遊技履歴関連情報は、前記特定の遊技履歴（ベル入賞回数）から推測
される前記設定値に関する情報（設定示唆情報）を含む
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、出力された遊技履歴関連情報から遊技者の有利度を示す設定値を推
測することが可能となるため、遊技者の遊技意欲をさらに効果的に高めることができる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の請求項３に記載の遊技システムは、
　所定の遊技を行うことが可能であって、遊技開始操作（パスワードの入力）がされてか
ら遊技終了操作（遊技終了選択）がされるまでの遊技期間において出力操作（途中セーブ
選択）がされた場合に、前記遊技開始操作（パスワードの入力）がされてから該出力操作
（途中セーブ選択）がされるまでの遊技を行った結果である遊技履歴を特定可能な遊技履
歴情報（途中履歴コード）を生成する遊技履歴情報生成手段と、前記遊技履歴情報生成手
段が生成した遊技履歴情報（途中履歴コード）を出力する遊技履歴情報出力手段（液晶表
示器５１）と、を備える遊技機（スロットマシン１）と、
　前記遊技履歴情報（途中履歴コード）から特定される遊技履歴に基づく遊技履歴関連情
報（設定示唆情報）の閲覧要求（設定示唆要求）を受け付けた場合に、前記遊技履歴関連
情報（設定示唆情報）を閲覧可能に出力する遊技履歴関連情報出力手段と、
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　から成り、
　前記遊技履歴関連情報出力手段は、前記遊技期間において、規制条件が成立していない
ことを条件に前記遊技履歴関連情報（設定示唆情報）を出力する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技期間において規制条件が成立すると遊技履歴関連情報の出力が
制限されるので、遊技履歴関連情報の閲覧にあたり、遊技機の稼働が低下してしまうこと
を防止できる。
　尚、遊技履歴情報出力手段は、文字データを表示することで遊技履歴情報を出力する構
成でも良いし、バーコードや２次元コードなどのようにコード化したデータを表示するこ
とで遊技履歴情報を出力する構成でも良いし、有線接続、無線接続、赤外線接続などによ
り外部から読み取り可能に出力することで遊技履歴情報を出力する構成でも良い。
　また、遊技履歴関連情報は、遊技履歴そのものであっても良いし、遊技履歴を解析した
結果でも良い。
　また、遊技履歴関連情報は、該遊技履歴関連情報を出力するにあたり受け付けた遊技履
歴情報から特定される遊技履歴に基づく情報でも良いし、過去に受け付けた遊技履歴情報
から特定される遊技履歴に基づく情報でも良いし、現在に至るまでに蓄積されている遊技
履歴に基づく情報でも良い。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の手段７に記載の遊技システムは、請求項３に記載の遊技システムであって、
　前記遊技履歴関連情報出力手段は、前記遊技期間において規制条件が成立している場合
に、前記遊技履歴関連情報の出力が規制されている旨を報知する出力規制報知手段を含む
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、閲覧要求を受け付けた際に、遊技履歴関連情報の出力が制限されて
いることを遊技者に対して認識させることができる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明の手段１０に記載の遊技システムは、手段９に記載の遊技システムであって、
　前記第２の出力条件（第２の条件）は、第１の出力条件（第１の条件（総ゲーム数：２
０００以上、ＢＢ回数：２回以上、ＲＢ回数：２回以上））を含む複数の条件が全て成立
することで満たされる条件（総ゲーム数：３０００以上、ＢＢ回数：３回以上、ＲＢ回数
：３回以上）であり、
　前記遊技履歴関連情報出力手段は、前記出力条件判定手段が前記第２の出力条件（第２
の条件）を満たすと判定した場合に、前記第１の出力条件（第１の条件）を満たすと判定
した場合に出力する前記遊技履歴関連情報（第１設定示唆情報）よりも遊技者にとって有
用な前記遊技履歴関連情報（第２設定示唆情報）を出力する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技履歴が複数の条件を段階的に満たしていくことで、段階を追っ
て有用な遊技履歴関連情報が出力されることとなるため、遊技者の遊技意欲を継続的に高
めることができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　本発明の手段１３に記載の遊技システムは、請求項３、手段７～１２のいずれかに記載
の遊技システムであって、
　前記遊技機は、遊技者の有利度（メダルの払出率）を設定する複数種類の設定値（設定
１～６）からいずれかの設定値を設定する設定値設定手段を備え、
　前記遊技履歴は、前記設定値に応じて差が生じ得る特定の遊技履歴（ベル入賞回数）を
含み、
　前記遊技履歴関連情報出力手段は、前記特定の遊技履歴（ベル入賞回数）から推測され
る前記設定値に関する情報（設定示唆情報）を前記遊技履歴関連情報として出力する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、出力された遊技履歴関連情報から遊技者の有利度を示す設定値を推
測することが可能となるため、遊技者の遊技意欲をさらに効果的に高めることができる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明の請求項４に記載の管理装置は、
　遊技開始操作（パスワードの入力）がされてから遊技終了操作（遊技終了選択）がされ
るまでの遊技期間において出力操作（途中セーブ選択）がされた場合に遊技機（スロット
マシン１）から出力され、前記遊技開始操作（パスワードの入力）がされてから該出力操
作（途中セーブ選択）がされるまでの遊技を行った結果である遊技履歴を特定可能な遊技
履歴情報（途中履歴コード）から特定される遊技履歴に基づく遊技履歴関連情報（設定示
唆情報）の配信要求（設定示唆要求）を受け付ける配信要求受付手段と、
　前記配信要求（設定示唆要求）を受け付けた際に、前記遊技履歴関連情報（設定示唆情
報）を閲覧可能に配信する遊技履歴関連情報配信手段と、
　を備え、
　前記遊技履歴関連情報配信手段は、前記遊技期間において、規制条件が成立していない
ことを条件に前記遊技履歴関連情報（設定示唆情報）を配信する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技期間において規制条件が成立すると遊技履歴関連情報の配信が
制限されるので、遊技履歴関連情報の閲覧にあたり、遊技機の稼働が低下してしまうこと
を防止できる。
　尚、遊技履歴関連情報は、遊技履歴そのものであっても良いし、遊技履歴を解析した結
果でも良い。
　また、遊技履歴関連情報は、該遊技履歴関連情報を出力するにあたり受け付けた遊技履
歴情報から特定される遊技履歴に基づく情報でも良いし、過去に受け付けた遊技履歴情報
から特定される遊技履歴に基づく情報でも良いし、現在に至るまでに蓄積されている遊技
履歴に基づく情報でも良い。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　本発明の手段１７に記載の管理装置は、手段１６に記載の管理装置であって、
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　前記第２の出力条件（第２の条件）は、第１の出力条件（第１の条件（総ゲーム数：２
０００以上、ＢＢ回数：２回以上、ＲＢ回数：２回以上））を含む複数の条件が全て成立
することで満たされる条件（総ゲーム数：３０００以上、ＢＢ回数：３回以上、ＲＢ回数
：３回以上）であり、
　前記遊技履歴関連情報配信手段は、前記出力条件判定手段が前記第２の出力条件（第２
の条件）を満たすと判定した場合に、前記第１の出力条件（第１の条件）を満たすと判定
した場合に配信する前記遊技履歴関連情報（第１設定示唆情報）よりも遊技者にとって有
用な前記遊技履歴関連情報（第２設定示唆情報）を配信する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技履歴が複数の条件を段階的に満たしていくことで、段階を追っ
て有用な遊技履歴関連情報が配信されることとなるため、遊技者の遊技意欲を継続的に高
めることができる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　本発明の手段２０に記載の管理装置は、請求項４、手段１４～１９のいずれかに記載の
管理装置であって、
　前記遊技履歴は、遊技者の有利度（メダルの払出率）が異なる複数種類の設定値（設定
１～６）に応じて差が生じ得る特定の遊技履歴（ベル入賞回数）を含み、
　前記遊技履歴関連情報配信手段は、前記特定の遊技履歴（ベル入賞回数）から推測され
る前記設定値に関する情報（設定示唆情報）を前記遊技履歴関連情報として配信する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、配信された遊技履歴関連情報から遊技者の有利度を示す設定値を推
測することが可能となるため、遊技者の遊技意欲をさらに効果的に高めることができる。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　本発明の請求項５に記載のアプリケーションプログラムは、
　コンピュータ（携帯端末１１００）を、
　遊技開始操作（パスワードの入力）がされてから遊技終了操作（遊技終了選択）がされ
るまでの遊技期間において出力操作（途中セーブ選択）がされた場合に遊技機（スロット
マシン１）から出力され、前記遊技開始操作（パスワードの入力）がされてから該出力操
作（途中セーブ選択）がされるまでの遊技を行った結果である遊技履歴を特定可能な遊技
履歴情報（途中履歴コード）から特定される遊技履歴に基づく遊技履歴関連情報（設定示
唆情報）の閲覧要求（途中履歴コードの読み取り）を受け付けた場合に、前記遊技履歴関
連情報（設定示唆情報）を閲覧可能に出力する遊技履歴関連情報出力手段として機能させ
、
　前記遊技履歴関連情報出力手段は、前記遊技期間において、規制条件が成立していない
ことを条件に前記遊技履歴関連情報（設定示唆情報）を出力する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技期間において規制条件が成立すると遊技履歴関連情報の出力が
制限されるので、遊技履歴関連情報の閲覧にあたり、遊技機の稼働が低下してしまうこと
を防止できる。
　また、遊技履歴関連情報は、遊技履歴そのものであっても良いし、遊技履歴を解析した
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結果でも良い。
　また、遊技履歴関連情報は、該遊技履歴関連情報を出力するにあたり受け付けた遊技履
歴情報から特定される遊技履歴に基づく情報でも良いし、過去に受け付けた遊技履歴情報
から特定される遊技履歴に基づく情報でも良いし、現在に至るまでに蓄積されている遊技
履歴に基づく情報でも良い。
　また、コンピュータとは、汎用のコンピュータだけでなく、アプリケーションプログラ
ムを実行可能な専用端末、携帯電話端末、携帯端末等も含む。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　本発明の手段２１に記載の遊技システムは、請求項５に記載のアプリケーションプログ
ラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記遊技期間において規制条件が成立している場合に、前記遊技履歴関連情報（設定示
唆情報）の出力が規制されている旨を報知する出力規制報知手段として機能させる
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、閲覧要求を受け付けた際に、遊技履歴関連情報の出力が制限されて
いることを遊技者に対して認識させることができる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　本発明の手段２４に記載のアプリケーションプログラムは、手段２３に記載のアプリケ
ーションプログラムであって、
　前記第２の出力条件（第２の条件）は、第１の出力条件（第１の条件（総ゲーム数：２
０００以上、ＢＢ回数：２回以上、ＲＢ回数：２回以上））を含む複数の条件が全て成立
することで満たされる条件（総ゲーム数：３０００以上、ＢＢ回数：３回以上、ＲＢ回数
：３回以上）であり、
　前記遊技履歴関連情報出力手段は、前記出力条件判定手段が前記第２の出力条件（第２
の条件）を満たすと判定した場合に、前記第１の出力条件（第１の条件）を満たすと判定
した場合に出力する前記遊技履歴関連情報（第１設定示唆情報）よりも遊技者にとって有
用な前記遊技履歴関連情報（第２設定示唆情報）を出力する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技履歴が複数の条件を段階的に満たしていくことで、段階を追っ
て有用な遊技履歴関連情報が出力されることとなるため、遊技者の遊技意欲を継続的に高
めることができる。
　尚、前記第１の出力条件を満たすと判定した場合に出力する前記遊技履歴関連情報より
も遊技者にとって有用な前記遊技履歴関連情報とは、例えば、第１の出力条件を満たすと
判定した場合に出力する遊技履歴関連情報よりも閲覧可能となる情報量が多くなることで
有用となる情報でも良いし、閲覧可能となる情報の精度が上がることで有用となる情報で
も良い。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００３６】
　本発明の手段２６に記載のアプリケーションプログラムは、請求項５、手段２１～２５
のいずれかに記載のアプリケーションプログラムであって、
　前記遊技履歴は、遊技者の有利度（メダルの払出率）が異なる複数種類の設定値（設定
１～６）に応じて差が生じ得る特定の遊技履歴（ベル入賞回数）を含み、
　前記遊技履歴関連情報出力手段は、前記特定の遊技履歴（ベル入賞回数）から推測され
る前記設定値に関する情報（設定示唆情報）を前記遊技履歴関連情報として出力する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、出力された遊技履歴関連情報から遊技者の有利度を示す設定値を推
測することが可能となるため、遊技者の遊技意欲をさらに効果的に高めることができる。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　そして、サブＣＰＵ９１ａは、その起動時においてＲＡＭ９１ｃの全ての領域に格納さ
れたデータに基づいてＲＡＭパリティを計算し、ＲＡＭパリティが０であることを条件に
、ＲＡＭ９１ｃに記憶されているデータに基づいてサブＣＰＵ９１ａの処理状態を電断前
の状態に復帰させるが、ＲＡＭパリティが０でない場合（１の場合）には、ＲＡＭ異常と
判定し、ＲＡＭ９１ｃを初期化するようになっている。この場合、メインＣＰＵ４１ａと
異なり、ＲＡＭ９１ｃが初期化されるのみで演出の実行が不能化されることはない。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
　また、本実施例では、滑りコマ数として０～４の値が定められており、停止操作を検出
してから最大４コマを引き込んでリールを停止させることが可能である。すなわち停止操
作を検出した停止操作位置を含め、最大５コマの範囲から図柄の停止位置を指定できるよ
うになっている。また、１図柄分リールを移動させるのに１コマの移動が必要であるので
、停止操作を検出してから最大４図柄を引き込んでリールを停止させることが可能であり
、停止操作を検出した停止操作位置を含め、最大５図柄の範囲から図柄の停止位置を指定
できることとなる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４５】
　復帰コマンドは、メインＣＰＵ４１ａが電断前の制御状態に復帰した旨を示すコマンド
であり、メインＣＰＵ４１ａの起動時において電断前の制御状態に復帰した際に送信され
る。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０１４６】
　設定開始コマンドは、設定変更状態の開始を示すコマンドであり、設定変更状態に移行
する際に送信される。また、設定変更状態への移行に伴ってメインＣＰＵ４１ａの制御状
態が初期化されるため、設定開始コマンドによりメインＣＰＵ４１ａの制御状態が初期化
されたことを特定可能である。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７７】
　また、レベルの値が一定の値を超える毎に、付与されるポイントが少なくなり、付与さ
れるポイントは少なくなる。詳しくは、レベル３０を超えた場合、レベル６０を超えた場
合に、それぞれ付与されるポイントが減少するようになっており、達成条件によっては、
ポイントが付与されなくなる。このため、レベルが一定の値を超える毎に、さらなるレベ
ルの上昇が困難となる。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８０】
　また、遊技開始時にパスワードが入力された場合に、遊技を終了するまでの間、遊技者
の選択操作によって、レベルに応じて選択可能な複数のキャラクタ（最大でＡ～Ｌの１２
種類）からいずれかのキャラクタを任意に選択可能とされているとともに、ＲＡＭ９１ｃ
には、キャラクタ毎に当該キャラクタを選択して遊技を行ったゲーム数が格納されるキャ
ラクタ別ゲーム数を含む個人履歴格納領域が割り当てられ、サブＣＰＵ９１ａは、選択さ
れたキャラクタに対応する個人履歴格納領域のキャラクタ別ゲーム数を１ゲーム毎に加算
することにより、各キャラクタを選択して遊技を行ったゲーム数をそれぞれ計数するよう
になっている。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９７】
　この３５ビットの値のうち、下位５ビットはハッシュ値（管理サーバ１２００にてパス
ワードにばらつきを持たせるために付与された乱数）を示し、下位６～８ビットは記念日
を示し、下位９ビットから下位１６ビットまでがレベルを示し、下位１７ビットから下位
２１ビットまでがストーリーの段階を示し、下位２２ビットより上位のビットが演出設定
１～４を示す値であり、それぞれ４ビット、４ビット、３ビット、３ビットが割り当てら
れており、これらの値から特定される記念日、レベル、ストーリーの段階、演出設定がそ
れぞれ記念日格納領域、レベル格納領域、ストーリー格納領域、演出設定格納領域に設定
されることとなる。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２３】
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　また、途中セーブが選択された途中履歴コードの出力条件として、第１の条件、第２の
条件からなる複数の条件が設定されており、遊技開始からの遊技履歴がこれらいずれかの
出力条件を満たすことで途中履歴コードが出力されることとなるので、例えば、管理サー
バ１２００側で第１の条件、第２の条件に応じてそれぞれ異なる情報を配信させることも
可能となるので、遊技者の遊技意欲をさらに高めることができる。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３８】
　また、会員登録要求を行う際に、グループに所属するか否かを選択可能であり、グルー
プに所属する旨が選択された場合には、複数のグループのうち各グループのメンバー数、
会員登録要求を行う遊技者の属性（生年月日、性別、住所、血液型など）に応じて管理サ
ーバ１２００がいずれかのグループを選択し、当該会員登録要求を行った遊技者の所属す
るグループとして割り当てられ、遊技者データベースの該当する端末識別情報に対応する
グループＩＤに、割り当てられたグループのグループＩＤが登録される。これにより、当
該遊技者による以後の遊技履歴が、遊技者データベースにおける遊技履歴だけではなく、
グループ別遊技履歴データベースの該当するグループＩＤに対応する遊技履歴にも反映さ
れることとなる。
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３０８】
　また、途中セーブが選択された途中履歴コードの出力条件として、第１の条件、第２の
条件からなる複数の条件が設定されており、遊技開始からの遊技履歴がこれらいずれかの
出力条件を満たすことで途中履歴コードが出力されることとなるので、例えば、管理サー
バ１２００側で第１の条件、第２の条件に応じてそれぞれ異なる情報を配信させることも
可能となるので、遊技者の遊技意欲をさらに高めることができる。
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３４０】
　以上説明したように、本実施例では、遊技の開始後、途中セーブを選択することで、遊
技を終了せずとも、途中履歴コードが液晶表示器５１に表示されるようになっており、携
帯端末１１００にて表示された途中履歴コードを読み取り、途中履歴コードから解析され
た遊技履歴、パスワード及び携帯端末１１００の端末識別情報を含む設定示唆要求を管理
サーバ１２００に対して行うことにより、途中履歴コードから特定される遊技履歴（本実
施例では、ベル入賞回数、メダル差枚数）から推測された設定値に関する設定示唆情報の
配信を受けることが可能となる。
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